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処理の流れ 減額訂正を始める
前に①②

Ｐ．４、５

事務組合減額訂正

事業所画面→
「雇用労働グループ」
→「事務組合」

Ｐ．７～１３

増額減額訂正処理

台帳MENU→「労基・労災・労保」→
「事務組合処理」

Ｐ．２2～２６

減額訂正を始める
前に①③

Ｐ．４、６

事務組合一括有期
減額訂正

事業所画面→
「雇用労働グループ」
→「事務組合」

Ｐ．１４～２０



① 「労働保険番号読込」後に、
「労働保険料申告書内訳」
を開きます。

② 「内訳総括表」ボタンをク
リックします。

③ 「概算データ保存」ボタン
をクリックし、「保存」し
ます。

④ 「概算データ保存」ボタン
で保存すると、“当初”デー
タが作成されます。

 上記の操作により、減額訂正申告をする際に必要な「保険料・一般拠出金申告書内訳」の下部に当初の概算保険料が正しく
記載されるようになります。

 前年の事務組合データを「台帳」で作成している場合のみ、当初データとして使用できます。
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減額訂正処理を始める前に① ＜事務組合の減額訂正の場合＞
保険料内訳総括表画面で概算データ（当初デー
タ）を保存します。
台帳MENU(起動画面)→処理ファイル「労基・労災・
労保」グループ→「事務組合処理」を起動します。



減額訂正処理を始める前に② ＜事務組合の減額訂正の場合＞

あらかじめ、事業の廃止や委託解
除などの事由が発生するまでの給
与データ入力しておきます。

確定保険料の清算に必要な
給与データを入力しておきます
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※ここで給与データを入力していない
場合でも、「算定基礎賃金等報告
の作成」（P.9）の際に「直接入力」
することもできます。



減額訂正処理を始める前に③ ＜事務組合一括有期の減額訂正の場合＞

あらかじめ、事業の廃止や委託解除などの
事由が発生するまでの工事データを入力し
ておきます。
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＜重要＞労災保険料率変更に伴い、事業開
始時期にあわせた工事データの「業種番
号」が変わります。

工事データの「業種番号」は、事業開始時
期の入力規則に合っているか確認します。
変更がある場合は、業種番号を変更します。

＜業種番号の入力規則＞

・H30.4.1以降はXX‐4
・H30.3.31まではXX‐3
・H27.3.31まではXX‐2
・H24.3.31まではXX‐1
（例：35‐4、38‐2、31‐1）

＜業種番号の入力規則＞

・H30.4.1以降はXX‐4
・H30.3.31まではXX‐3
・H27.3.31まではXX‐2
・H24.3.31まではXX‐1
（例：35‐4、38‐2、31‐1）



事務組合 減額訂正データの作成

年度の途中で事業の廃止、委託が解除された場合

※減額訂正処理の前に、通常の年度更新作業を台帳で行い、データが保存されていることが必要です。
※減額訂正処理とは別に、通常の年度更新処理でもデータ作成が必要です。
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処理ファイル「事務組合」を起
動し、確定処理年度が2019年度
であることを確認します（2018
年度になる場合は「現在年度に
切替」で切り替え）。
① 「特別加入者等の登録」ボタ
ンの「年次更新」で2019年
度概算データを確定へ更新し
ます。

② 「特別加入者」タブから特別
加入者の情報を変更します。

③ 「その他」タブで概算の保険
関係を消し、委託解除年月日
を「登録」します。

減額訂正STEP1 特別加入者等の登録
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 処理ファイル「事務組合」の起動方法 [事業所台帳→全ての
処理ファイル→雇用・労働保険グループ：事務組合]

 起動した処理ファイル「事務組合」は、これから清算する年
度が確定処理年度になっていなければなりません。
2019年度中の減額訂正→「確定処理年度2019年度」

平成31年度確定・平成32年度概算
（画面左上）

 委託解除年月日は右側プルダウン▼から選択します。
（西暦形式 例：2019/07/31）

確定に脱退日までの加入月数、脱退年
月日を入力して「変更」すれば、区分
が自動的に「脱」に変わります。



減額訂正STEP2 算定基礎賃金等の報告を作成

① 算定基礎賃金等の報告画
面から「読込」をクリッ
ク

② 賃等報告を作成する労働
保険番号をクリック

③ 「5.新年度賃金見込額
前年度と」は “同額” に
チェック
※委託解除年月日が入力
されている場合、新年
度賃金見込額は自動で
０円になります。

④「すべてのデータ」を
クリック

 個々の給与データを登録していない場合や対象としない月の給与が含まれている場合は、④「すべてのデータ」を集計後、「直接入
力」ボタンで確定保険料の対象賃金だけを入力、あるいは対象外の給与データは消してから「適用」ボタンをクリックして下さい。
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減額訂正STEP3 減額訂正の周期を設定する

納入通知書画面の「増額/
減額訂正」ボタンから設定
します。

① 区分 “減額訂正” を選択
② 周期を選択
③ 委託（解除）年月日を確
認します。
（「特別加入者の登録」
の「その他」タブに入
力した委託解除年月日
が表示されます。）

④ 委託（解除）事由等を
選択

次ページに続く

 この時点では減額分は表示されません。
 周期は、概算保険料の減額訂正報告期限を選択してください。委託解除時期により周期は変わります。
 増額訂正/減額訂正のチェックによりフォーム表示が切り替わります。
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減額訂正STEP4 納付状況と減額分を設定する

⑤ 「本年度申告済概算保
険料の読込↓」をク
リックし、期別の金額
を表示させます。
※手入力も可

⑥ 納付状況を選択すると、
納付済保険料と過納額

（または不足額）が自動
で計算されますので、
メッセージを確認し
ＯＫします。

⑦ 最後に「登録」します。

 前年度の事務組合処理を「台帳」でおこなっていない場合は、⑤「本年度申告済概算保険料の読込」ボタンをクリックしても表示され
ませんので、保険料は手入力してください。

 前年度の申告済保険料が多く、今年度の概算保険料の一部に充当できるときは、⑥の納付状況で当てはまるものがないかもしれません。
その場合、納付済保険料（充当額全額+委託解除までに納付した額）、過納額（不足額の場合もあります）は手入力してください。
また、上記のフォーム左側の減額分の囲みにある「労災」「特別」「雇用」「1期」「2期」「3期」も手入力してください。（金額の
先頭に適宜マイナスをつけます。） 11



納入通知書は、「令和2年度 期別納付額」「平成31年度 確定保険料」
「令和2年度 概算保険料」と表示されます。
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 納入通知書は事務組合処理の「増額減額訂正処理」からも別様式で印刷できます。
 概算保険料は、自動的に空欄になります。

減額訂正STEP5 納入通知書を印刷する
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事務組合画面から、
作成ボタンをクリックします。

 作成した減額訂正データを残すには、必ず保存をしてください。
 減額訂正データを保存するとメッセージに「増額または減額訂正報告」の文字が表示されます。
 「増額または減額訂正報告」の文字が表示されないときは、減額訂正データが作成されていません。「STEP3 減額訂正
の周期を設定する」からやり直してください。

 保存データは「読込」ボタンから確認できます。例・保存ファイル名「減額1 23101‐955780‐001 セルズ」
「減額」+「周期」+「労働保険番号」+「ファイル名」で作成されます。

● 今回、減額訂正を行った事業所は、次の年度更新の際にもう一度確定の事務組合データを作成する必要があります。
ご注意ください。

減額訂正STEP6 減額訂正データを保存する



事務組合一括有期 減額訂正データの作成

年度の途中で事業の廃止、委託が解除された場合

※減額訂正処理とは別に、通常の年度更新処理でもデータ作成が必要です。
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減額訂正STEP1 特別加入者データを登録
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処理ファイル「事務組合一括有
期」を起動し、確定処理年度は
2019年度にしておきます
（2018年度になる場合は「現
在年度に切替」）。
① 「特別加入者等の登録」ボ
タンの「年次更新」で2019
年度概算データを確定へ更
新します。

② 「特別加入者」タブで特別
加入者の登録します。

③ 「その他」タブで概算の保
険関係を消し、委託解除年
月日を「登録」します。

 処理ファイル「事務組合一括有期」の起動方法 [事業所台帳→
全ての処理ファイル→雇用労働保険グループ：事務組合一括有期]

 起動した処理ファイル「事務組合一括有期」は、これから清算す
る年度が確定処理年度になっていなければなりません。
2019年度中の減額訂正→「確定処理年度2019年度」

平成31年度確定・平成32年度概算
（画面左上）

 委託解除年月日は右側プルダウン▼から選択します。
 （西暦形式 例：2019/08/31）

区分を「脱」、概算に年度末までの
加入月数、脱退年月日を入力して登

録（変更）



減額訂正STEP2 総括表の作成
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 事業所画面の下方にある「一括有期事業データ作成・管理（一括有期ボタン）」にデータをあらかじめ入力しておいてください。

① 「一括有期データの作成」
をクリックします。

② 一括有期事業データ画面の
「集計」をクリックして
「MENU」で戻ります。

③ TOP 画面の「総括表」から
「読込」をクリックします。

④ 「新年度賃金見込額」は、
“前年度と同額” にチェック
※委託解除年月日が入力され
ている場合「同額」と
チェックすれば、新年度賃
金見込額は自動で０になります。

⑤ 「すべてのデータ」をク
リックします。
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 この時点では減額分は表示されません。
 周期は、概算保険料の減額訂正報告期限を選択してください。委託解除時期により周期は変わります。

参考：周期については、「周期について」ボタン内の「周期について」をご確認ください。
 増額訂正/減額訂正のチェックによりフォーム表示が切り替わります。

納入通知書画面の「増額/減額訂
正」ボタンから設定します。

① “減額訂正” を選択
② 周期を選択
③ 委託（解除）年月日を確認しま
す。（「特別加入者の登録」の
「その他」タブに入力した委託
解除年月日が表示されます）

④ 委託（解除）事由等を選択

次ページに続く

減額訂正STEP3 減額訂正の周期を設定する
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⑤ 「本年度申告済概算保険
料の読込↓」をクリック
して、期別の金額を表示
させます。
※手入力も可

⑥ 納付状況を選択すると、
納付済保険料と過納額が
自動で計算されます。

⑦ 最後に「登録」します。

減額訂正STEP4 納付状況と減額分を設定する

 前年度の事務組合処理を「台帳」で行っていない場合は⑤「本年度申告済概算保険料の読込」ボタンをクリックしても表示されませ
んので、保険料は手入力してください。

 前年度の申告済保険料が多く今年度の概算保険料の一部に充当できるときは、⑥の納付状況で当てはまるものがないかもしれません。
その場合、納付済保険料（充当額全額+委託解除までに納付した額）、過納額（不足額の場合もあります）は手入力してください。
また、上記のフォーム左側の減額分の囲みにある「労災」「特別」「雇用」「1期」「2期」「3期」も手入力してください。（金額
の先頭に適宜マイナスをつけます。）
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納入通知書は、「令和2年度 期別納付額」「平成31年度 確定保険料」
「令和2年度 概算保険料」と表示されます。

 納入通知書は事務組合処理の「増額減額訂正処理」からも別様式で印刷できます。
 概算保険料は、自動的に空欄になります。

減額訂正STEP5 納入通知書を印刷する
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事務組合一括有期画面から、
作成ボタンをクリックします。

 作成した増額訂正データを残すには、必ず保存をしてください。
 減額訂正データを保存するとメッセージに「増額また減額訂正報告」の文字が表示されます。
 「増額また減額訂正報告」の文字が表示されないときは、減額訂正データが作成されていません。「STEP3 減額訂正の周
期を設定する」からやり直してください。

 保存データは「読込」ボタンから確認できます。例・保存ファイル名「減額1 23101‐955785‐004 セルズ」
「減額」+「周期」+「労働保険番号」+「ファイル名」で作成されます。

● 今回、減額訂正を行った事業所は、次の年度更新の際にもう一度、確定の事務組合データを作成する必要があります。
ご注意ください。

減額訂正STEP6 減額訂正データを保存する



増額減額訂正 事務組合処理
作成した減額訂正データをもとに減額訂正報告をします。

＜処理ソフトの起動方法＞

台帳MENU(起動画面)
↓

処理ファイル：
労基・労災・労保グループ

↓
事務組合処理

↓
『増額減額訂正処理』
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増額減額訂正データの読み込み
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 減額訂正の場合は「集計」ボタンを押すと申告書内訳画面に切り替わ
ります。

 増額減額訂正報告画面の「増額減額訂正データ一覧」ボタンからは、
作成されている増額減額訂正データの確認ができます。不要なデータ
がある場合は、事業所ファイルに戻り処理ファイル「事務組合」「事
務組合一括有期」から保存データを削除してください。

 事務組合処理および増額減額訂正報告では、表示されている年度の
データのみが読み込まれます。年度を切り替える場合は、事務組合処
理メニューの「事務組合ツール」→「年度切り替え」で切り替えてく
ださい。

① 「台帳MENU(起動画面)」から「事務組
合処理を起動します。
増額減額訂正処理をクリックし、「読込
と集計」をクリックします。

② 読込と集計画面で、減額訂正をチェック
し、さらに周期を選択し「検索」をク
リックします。

③ 労働保険番号を選択し、「集計」をク
リックします。

④ 申告書内訳の画面に切り替わります。

周期ごと・減額訂正ごとに読み込んで
印刷します。



※集計後に「年度更新時の･･･」とメッセージが表示される場合
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 労災保険、特別加入、雇用保険の合計額と第1期、第2期、第3期の合計金額が異なると、登録時にメッセージが表示されます。

集計後に、もしも上記の「年度更新時の･･･」と
メッセージが表示される場合、保険料内訳総括
表画面で概算データを保存（P.4記載）をおこ
なっていないことが原因です。
※メッセージ「年度更新時の「概算保険料」の保存データが作成
されていませんでした。本来このデータは「申告書内訳」の「総
括表」の概算データ保存」から行いますが、このシートの「概算
データ」ボタンから作成することができます。」

申告書内訳の「概算データ」ボタンから、
“当初”をクリックし、増額減額訂正処理前の概
算保険料を入力して「登録」してください。



申告書内訳 当初データの確認と変更
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申告書内訳の「概算データ」ボタン
では、当初データや各回の増額減額
分と増減後の額が確認できます。

当初データや、「第○回増（減）額
分」を編集する場合は、
① 編集するデータを選択します。
② 変更後の金額を手入力します。
③ 「登録」します。

 「第○増（減）額後」データは自動計算箇所のため変更することはできません。
 労災保険、特別加入、雇用保険の合計額と第1期、第2期、第3期の合計金額が異なると、登録時にメッセージが表示されます。

※メッセージ「労災と雇用保険の計が各期の合計と一致していません」
 台帳で、訂正報告をおこなうと、『第１回減額→第１回増額→第2回減額→第2回増額→第3回減額→第3回増額→第4回減額→第4
回増額 』の順番で概算保険料が変更されます。第1回が増額から始まる場合、第1回の減額があればその額を一時的に編集して消し
てください。

 訂正報告の順番を間違えて編集してしまった場合や提出先によって増額・減額訂正の順が異なる場合は、直接編集してください。



申告書内訳、内訳総括表、拠出金内訳の印刷
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「申告書内訳」の「印刷」ボ
タンから印刷する帳票（労働
局/事務組合/監督署）に
チェックを入れ、印刷する
ページを指定して「印刷」ま
たは「全頁印刷」でA4普通紙
に印刷します。

「内訳総括表」「拠出金内
訳」も同様に画面を切り替え
て印刷します。

「増額減額訂正報告」のメ
ニュー画面からも切り替えが
可能です。

画面の切り替えは
メニューからも可
能
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 申告書内訳書の参考からデータを表示しています。
 申告書は、周期別の増額・減額の申告書を作成します。周期別の増額・減額を合わせて申告書を作成できません。

申告書内訳、または増額減額
訂正メニューから「申告書」
画面に進み、労働保険申告書
を印刷します。

「保険料内訳総括表」


